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本ガイドラインの策定経緯・位置付け 

 

平成 22 年４月１日より、改正土壌汚染対策法(以下「改正法」という。)

が全面施行されたことを受け、平成 22 年度土壌汚染対策法に基づく調査及

び措置に関するガイドライン(暫定版)を公表し、その後、平成 23 年７月８

日に土壌汚染対策法施行規則及び土壌汚染対策法施行規則の一部を改正す

る省令の一部を改正する省令が公布・施行されたことを受け、ガイドライン

改訂版を公表しました。 

今般、自然由来の有害物質が含まれる汚染された土壌が盛土材料として利

用された場合の取扱い等の観点から、当該ガイドラインについて、必要な内

容の見直しを行い、改訂第２版を作成しました。 

また、このガイドラインは今後も内容の一層の充実を図っていくこととし

ています。 

 

平成 24 年８月 

環境省 水・大気環境局 土壌環境課 

 

 

 

 

本ガイドライン内における記述方法について 

 

本ガイドラインでは、法、施行令、施行規則、告示、通知の

内容を標準字体で記述し、それらの内容の詳細な説明及び補足

事項を斜字体で記述している。 
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表 法、施行令、施行規則、省令、通知の略称 

 

略称 内容 

改正法 「土壌汚染対策法の一部を改正する法律」（平成 21 年法律第 23 号） 

法 改正法による改正後の「土壌汚染対策法」（平成 14 年法律第 53 号） 

旧法 改正法による改正前の「土壌汚染対策法」（同上） 

改正令 「土壌汚染対策法施行令の一部を改正する政令」（平成 21 年政令第 245

号） 

令 改正令による改正後の「土壌汚染対策法施行令」（平成 14 年政令第 336

号） 

改正規則 「土壌汚染対策法施行規則及び土壌汚染対策法施行規則の一部を改正す

る省令の一部を改正する省令」（平成 23 年環境省令第 13 号） 

規則 改正規則による改正後の「土壌汚染対策法施行規則」（平成 14 年環境省

令第 29 号） 

改正処理業省令 「汚染土壌処理業に関する省令の一部を改正する省令」（平成 23 年環境

省令第 14 号） 

処理業省令 改正処理業省令による改正後の「汚染土壌処理業に関する省令」（平成

21 年環境省令第 10 号） 

改正指定調査機関等

省令 

「土壌汚染対策法に基づく指定調査機関及び指定支援法人に関する省令

の一部を改正する省令」（平成 22 年環境省令第３号） 

指定調査機関等省令 改正指定調査機関等省令による改正後の「土壌汚染対策法に基づく指定

調査機関及び指定支援法人に関する省令」（平成 14 年環境省令第 23 号） 

通知 環水大土発第 110706001 号による平成 23 年７月８日付け一部改正後の

「土壌汚染対策法の一部を改正する法律による改正後の土壌汚染対策法

の施行について」（平成 22 年３月５日付け環水大土発第 100305002 号） 

地歴調査通知 「土壌汚染状況調査における地歴調査について」（平成 24 年８月 17 日付

け環水大土発第 120817003 号） 

処理業通知 「汚染土壌処理業の許可及び汚染土壌の処理に関する基準について」（平

成 22 年２月 26 日付け環水大土発第 100226001 号） 

運搬基準通知 「汚染土壌の運搬に関する基準について」（平成 22 年３月 10 日付け環水

大土発第 100310001 号） 

 

 



 

 

 

表 その他、本ガイドラインにおいて使用している略称 

 

略称 内容 

調査 16 号告示 「土壌ガス調査に係る採取及び測定の方法を定める件」（平成 15 年３月

６日環境省告示第 16 号） 

調査 17 号告示 「地下水に含まれる調査対象物質の量の測定方法を定める件」（平成 15

年３月６日環境省告示第 17 号） 

調査 18 号告示 「土壌溶出量調査に係る測定方法を定める件」（平成 15 年３月６日環境

省告示第 18 号） 

調査 19 号告示 「土壌含有量調査に係る測定方法を定める件」（平成 15 年３月６日環境

省告示第 19 号） 
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